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国道156号岩屋交差点に球根を植えます

「南砺市岩屋自治振興会」と「富山河川国道事務所」 「南砺市」は国
土交通省ボランティア・サポート・プログラム協定を今年度より新たに
結び、国道１５６号岩屋交差点の植栽帯に花苗や球根植え活動を行っ
ていくこととなりました。

今年度チューリップの球根を植えることで、来春には岩屋交差点に
設置されている井波彫刻のモニュメント像とともに、色とりどりのチュー
リップが県内外から来られる方々に潤いと安らぎを与えてくれることと
思います。今後、年２回（春、秋）花苗植え活動を実施していきます。

１． 日時 平成２８年１１月２０日（日） 8:00 ～10:00 ※雨天決行

２． 場所 国道１５６号 南砺市岩屋地先 岩屋交差点 植栽帯２箇所
（「別紙 位置図」をご参照ください。）

３． 内容 植栽帯へチューリップ球根 1,000 株 などを植える予定

南砺市岩屋自治振興会など 約 50 名 の参加

※取材を希望される方は、岩屋公民館にお車を駐めてお越し下さい。
（「別紙 位置図」をご参照ください。）

お問い合わせ先

■ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ制度に関すること： 高岡国道維持出張所長 二木 与裕
TEL：0766-64-5731(直通) ＦＡＸ：0766-64-5921

■地元活動団体に関すること：南砺市ふるさと整備部建設課 主査 大西 勝

TEL：0763-23-2021(直通) ＦＡＸ：0763-52-6384

〒939-0116 高岡市福岡町下蓑402

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Tel.076-443-4701 （代）

〒930-8537 富山市奥田新町２番１号 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/
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実施団体は、実施区域・内容を決めた後、事務局
へ活動の希望を出します。「実施団体」・「道路管理
者」・「協力者」との３者間で協定を結び、 文書で決
めた内容に基づき清掃・植樹管理などを行うことと
なります。

道路を慈しみ、住んでいるところをきれいにしたいという
自然な気持ちを、形あるものにしようと考え出されたの
が、「ボランティア・サポート・プログラム」 です。アメリカ
での、ボランティアの人たちが道路を我が子のように面
倒を見ている「アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム」から
ヒントを得ています。「みち」をきれいにしようという活動
から始まって、地域コミュニティの活性化が期待できま
す。


